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榊原記念病院 看護部 
 

 

1．特定行為研修の目的・目標 

24 時間 365 日、最先端の高度循環器医療を提供するハイボリュームセンターとし

て、専門性の高い看護師を育成し、地域医療への貢献を目指す。特定行為研修修

了看護師を養成することにより、患者に対して迅速に介入が実施できることで重症化

の回避や早期回復に寄与できる看護師を育成する。 

 

研修目標 

1. 患者の病態変化を察知し特定行為に必要な臨床判断能力を身につける 

2. 急性期の治療内容を理解しチーム医療のキーパーソンとして多職種連携できる 

3. 自らの看護に責任を持ち、主体的に学び日々進化する循環器診療の知識を身に

つける  

 

2．修了要件 

本研修を修了するためには、次の条件を満たす必要がある。 

1）共通科目を全て履修し、筆記試験もしくは観察評価に合格すること。 

2）1）修了後、選択した区分別科目を履修し、一部の科目では実技試験に合格する

こと。 

※本研修修了者には、修了した特定行為区分ごとの修了証を交付し、研修修了者の

名簿を厚生労働省に提出します。 

 

3．定員 

定員： 共通科目 6名  

区分別 ： 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連  

       循環動態に係る薬剤投与関連  

       2 区分同時受講 6名 

 

4．研修期間と募集時期 

研修期間： 1 年 2026 年 4月 1日(水) ～ 2027 年 3月 31 日(水) 

共通科目を修了後に区分別科目の受講を開始する。  

なお、在籍期間は、最長 2 年間とする。 

募集時期 年 1回（12 月） 
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5．研修内容と時間数 

研修は、共通して学ぶ「共通科目」と特定行為区分ごとに学ぶ「区分別科目」に分

かれており、講義、演習または実習によって行われる。 

1）共通科目（必修科目）：特定行為区分に共通して必要とされる能力を身につけるため

の科目（研修期間：6 か月） 

科目 
時間数 

講義 演習 実習 評価 合計 

臨床病態生理学 29 1  1 31 

臨床推論 26.5 16 1 1.5 45 

フィジカルアセスメント 17.5 8.5 13.5 5.5 45 

臨床薬理学 32.5 11.5  1 45 

疾病・臨床病態概論 37 3  1 41 

医療安全学/特定行為実践 24.5 14 4.25 2.25 45 

合計 167 54 18.75 12.25 252 

＊共通科目は e-ラーニングを中心とした講義を受講し、確認テストに合格する。演習は関連する

e-ラーニング講義を履修したのち実施し、指導者の観察評価により合格基準を満たす。実習は関連

する講義・演習を履修したのち実施し、指導者の観察評価により合格基準を満たす。その後、科目

修了試験に合格する。 

 

2） 区分別科目（必修科目）：  

各特定行為に必要とされる能力を身につけるための科目（研修期間：6 か月） 

特定行為区分 
時間数 

講義 演習 実習 評価 合計 

栄養及び水分管理に係る

薬剤投与関連 12.5 2 各5症例 1.5 
16＋ 

各5症例 

循環動態に係る薬剤投与

関連 18 6.5 各5症例 3.5 
28＋ 

各5症例 

＊区分別科目は e-ラーニングを中心とした講義を受講し、確認テストに合格する。演習は関連する

e-ラーニング講義を履修したのち実施し、指導者の観察評価により合格基準を満たす。実習（患者

に対する実技）は関連する講義・演習（ペーパーシミュレーション）・手技練習（模擬患者の活用、シ

ミュレーターの利用等のシミュレーションによる学習）を履修したのち実施し、指導者の観察評価によ

り合格基準を満たす。OSCE のある科目に関しては、実習（患者に対する実技）の前に OSCE に合格

する必要がある。その後、修了試験に合格する。 
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6．受講モデル 

  研修の進度表を参照。 

 

7．受講者の要件および特色 

1)受講者の要件 

 次の①から③のいずれの要件も満たす看護師であること 

① 看護師免許を有すること 

② 看護師の免許取得後、通算 3年以上の看護実務経験を有すること 

③ 所属長の推薦を有すること  

※ 初年度は財団職員のみ受講可とする。(ラダーレベルⅢ以上) 

 

8．出願手続き 

出願期間 2025 年 12 月 19 日(金) ～ 1 月 16 日(金)17 時まで必着 

【提出書類】 

1）願書 (別記様式 1) 

2）履歴書 (別記様式 2) 当院職員の場合はパーソナルポートフォリオ提出 

3）志願理由書 (別記様式 3) 

4)推薦書 (別記様式 4) 

5)院内受講料免除申請書 (榊原記念病院職員のみ) 

※提出のされた書類は返却いたしません。 

【送付先】 

〒183-0003 

東京都府中市朝日町 3-16-1 

公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院  

看護師特定行為研修係 担当片山雪子 

※ 「特定行為研修受講申請書類在中」と朱書きし、必ず郵便書留や配達記

録など履歴が残る方法で送付してください。 

 

9．選考方法 

書類選考と面接により行う。選考日令和 8年 2月 9日(金) 14 時～ 

審査結果について電話や FAX での合否の問合わせ不可。 

 

 

 

 



5 

 

10．受講手続きと納付金について 

受講手続き詳細については以下参照のこと。なお、納付金（消費税込）は、受講手続

き終了後、本院から送付する納付書に基づき、振込むこと。 

 

受講手続き期間 令和 8年 2月 16 日（月） ～ 令和 7年 3月 2日（月） 

納付金  

①審査料 20,000 円 審査料は受験時に納付(当法人職員は免除) 

②共通科目の受講料 一括 360,000 円  

③区分別科目の受講料 一括 120,000 円 (1 区分 60,000 円) 

※収めた受講料は原則として返還しません。 

※研修のための宿泊及び交通費等は各自にて実費負担となります。 

※榊原記念病院および榊原記念クリニックについては、各種研修費補助事業に申し込み可能。その

上で自費負担金が発生する場合、当面の間院内で助成する制度あり。研修受講料等免除申請書

を提出し、院内で審査する。免除の決定を行った志願者の審査料・受講料ともに施設が負担し、志

願者からは徴収しない。研修期間中に退職した、研修を修了した日の翌日から起算して在職期間が

3年に達するまでの間に退職する、などの場合は、免除された受講料等の総額を施設に償還。 

 

募集受講生の今後の日程（目安） 

令和 8年 4月 3日 入講式・オリエンテーション 

令和 8年 4月 1日 共通科目受講開始 

令和 8年 12月 上旬 共通科目修了判定 

令和 9年 1月 5日 区分別科目受講開始 

令和 9年 3月上旬 区分別科目修了判定・修了式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●個人情報の取り扱いについて 

 当院では「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人情報の適正な取り扱い

に努め、安全管理のために必要な措置を講じております。出願および受講手続にあ

たって提供いただいた個人情報は、選考試験の実施、合格発表、受講手続き、履修

関係等の必要な業務において使用させていただきます。なお、当院が取得した個人

情報は、法律で定められた適正な手続により開示を求められた場合以外に、本人

の承諾なしに第三者へ開示・提供することはありません。  
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アクセス 

 

〒183-0003 東京都府中市朝日町 3-16-1 

◎電車 

京王線新宿駅より飛田給駅   約 20 分 

◎バス 

京王線飛田給駅より 京王バス   約 5 分 

西武多摩川線多磨駅より 京王バス  約 6 分 

京王線府中駅より 京王バス（ちゅうバス）  約 30 分 

京王線調布駅より 京王バス   約 15 分 

JR 線 三鷹駅より 小田急バス   約 30 分 

◎徒歩 

京王線飛田給駅北口より徒歩  約 15 分  

西武多摩川線多磨駅より徒歩  約 25 分 

◎車 

調布インターチェンジ立川・府中方面出口 約 5分 

 

 研修に関するお問い合わせはこちらから 

◎榊原記念病院 看護師特定行為研修担当 片山雪子、岩塚明美 

e-mail : ykataya@shi.heart.or.jp 

TEL. 042-314-3111（代表） 


